
第４２号議案関係資料 

「品川区手数料条例の一部を改正する条例」について 

1. 改正理由 

行政に関する手続きを原則、デジタル申請に統一する「デジタル手続法」

(*)が令和元年 5月 31 日に公布され、この法の中で、「番号法」(**)が一部

改正され、令和 2年 5月 25 日から施行された。 

この改正に伴い、これまで紙で発行されていたマイナンバーの「通知カー

ド」に係る事務が廃止されることとなったため、係る手数料を削除する。 

2. 改正内容 

「通知カード再交付手数料」を、別表(第 2条関係)より削除する。 

(1)手数料の名称 通知カード再交付手数料 

(2)手数料の額  再交付申請のとき、１件につき 500 円 

3. 別紙資料 

別紙１ 品川区手数料条例新旧対照表 

4. 施行期日 

公布の日 

(*)情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営

の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法

律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 16号） 

(**)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25

年法律第 27 号) 

区 民 委 員 会 資 料

令 和 ２ 年 ６ 月 ２ ９ 日

地域振興部戸籍住民課
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品川区手数料条例新旧対照表

新 旧

○品川区手数料条例 ○品川区手数料条例

平成 12 年３月 28 日 平成 12 年３月 28 日

条例第５号 条例第５号

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

(2) 地域振興部関係 (2) 地域振興部関係

事務 名称 金額 徴収時期

1 から 17 まで省略

18 削除

事務 名称 金額 徴収時期

1 から 17 まで省略

18 行政手続におけ

る特定の個人を識

別するための番号

の利用等に関する

法律の規定による

通知カード及び個

人番号カード並び

に情報提供ネット

ワークシステムに

よる特定個人情報

の提供等に関する

省令（平成 26 年総

務省令第 85 号）第

11 条第 1 項の規定

に基づく通知カー

ドの再交付

通知カード

再交付手数

料

1 件につき 500
円

再交付申

請 の と

き。

別
紙

1
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新 旧

18 行政手続におけ

る特定の個人を識

別するための番号

の利用等に関する

法律に規定する個

人番号、個人番号カ

ード、特定個人情報

の提供等に関する

省令（平成 26 年総

務省令第 85 号）第

28 条第 1 項の規定

に基づく個人番号

カードの再交付

個人番号カ

ード再交付

手数料

1 件につき 800
円

再交付申

請 の と

き。

19 品川区認可地縁

団体の印鑑登録に

関する規則（平成 5
年品川区規則第 1
号）第 13 条第 2 項

の規定に基づく印

鑑登録証明書の交

付

認可地縁団

体印鑑登録

証明書交付

手数料

1 通につき 300
円

交付申請

のとき。

19 行政手続におけ

る特定の個人を識

別するための番号

の利用等に関する

法律の規定による

通知カード及び個

人番号カード並び

に情報提供ネット

ワークシステムに

よる特定個人情報

の提供等に関する

省令第 28 条第 1 項

の規定に基づく個

人番号カードの再

交付

個人番号カ

ード再交付

手数料

1 件につき 800
円

再交付申

請 の と

き。

20 品川区認可地縁

団体の印鑑登録に

関する規則（平成 5
年品川区規則第 1
号）第 13 条第 2 項

の規定に基づく印

鑑登録証明書の交

付

認可地縁団

体印鑑登録

証明書交付

手数料

1 通につき 300
円

交付申請

のとき。



第４２号議案関係資料 

「品川区手数料条例の一部を改正する条例」について 

1. 改正理由 

東京都は、地域の特性に応じたプロジェクションマッピングの活用を図る

ため、東京都屋外広告物条例（以下「広告物条例」という。）改正案を令和

２年２月１９日付で令和２年第一回定例都議会に提出し、可決された。同改

正の中では、プロジェクションマッピングに関する屋外広告物手数料の単価

が新たに追加された。

 広告物条例に基づく広告物等の表示または設置に係る許可については、区

において行うこととなる（特別区における東京都の事務処理の特例に関する

条例第２条の表１３の項ニ）ことから、品川区手数料条例第２条別表の屋外

広告物許可申請手数料を改正する。

2. 改正内容 

屋外広告物許可申請手数料として、品川区手数料条例第２条別表にプロジ

ェクションマッピングに関する項目を新設し、面積５平方メートルまでごと

につき、３，２２０円（ただし、面積１，０００平方メートルを超えるもの

にあっては、６４４，０００円）と定める。また、項目の新設に伴い、項数

を変更する。 

3. 別紙資料 

別紙１ 品川区手数料条例新旧対照表 

別紙２ 東京都屋外広告物条例新旧対照表 

4. 施行期日 

公布の日 

区 民 委 員 会 資 料

令和２年６月２９日

防災まちづくり部土木管理課
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品川区手数料条例新旧対照表

新 旧

○品川区手数料条例 ○品川区手数料条例

平成12年３月28日 平成12年３月28日
条例第５号 条例第５号

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

(6) 防災まちづくり部関係 (6) 防災まちづくり部関係

事務 名称 金額 徴収時

期

1 道路法（昭和27年
法律第180号）第18
条第1項の規定によ

り道路管理者が決

定した道路の区域

に関する証明

道路区域証

明手数料

300円 申請の

とき。

2 道路法第28条第1
項の規定により作

成された道路台帳

平面図に記載され

た道路の現況の幅

員に関する証明

道路幅員証

明手数料

300円 申請の

とき。

3 車両制限令（昭和3
6年政令第265号）第

5条第1項の規定に

基づく道路管理者

が自動車の交通量

が極めて少ないと

認めて指定した道

路であることの証

明

極少道路指

定証明手数

料

300円 申請の

とき。

4 東京都屋外広告物 屋外広告物 (1) 広告塔 許可申

事務 名称 金額 徴収時

期

1 道路法（昭和27年
法律第180号）第18
条第1項の規定によ

り道路管理者が決

定した道路の区域

に関する証明

道路区域証

明手数料

300円 申請の

とき。

2 道路法第28条第1
項の規定により作

成された道路台帳

平面図に記載され

た道路の現況の幅

員に関する証明

道路幅員証

明手数料

300円 申請の

とき。

3 車両制限令（昭和3
6年政令第265号）第

5条第1項の規定に

基づく道路管理者

が自動車の交通量

が極めて少ないと

認めて指定した道

路であることの証

明

極少道路指

定証明手数

料

300円 申請の

とき。

4 東京都屋外広告物 屋外広告物 (1) 広告塔 許可申 別
紙
１
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新 旧

条例（昭和24年東京

都条例第100号）第8
条、第15条、第16
条および第30条の

規定に基づく広告

物またはこれを掲

出する物件の表示

または設置に係る

許可（同条例第27
条第1項または第2
項の規定による変

更等または更新の

許可を含み、政治資

金規正法（昭和23
年法律第194号）第6
条第1項の規定によ

る届出を経た政治

団体がはり紙、はり

札等、広告旗、立看

板等、広告幕および

アドバルーンを表

示し、または設置す

るための許可を受

けようとするとき

を除く。）の申請に

対する審査

許可申請手

数料

面積5平方メ

ートルまでご

とにつき3,22
0円

(2) 広告板 

面積5平方メ

ートルまでご

とにつき3,22
0円

(3) プロジェ

クションマッ

ピング 面積

5平方メート

ルまでごとに

つき3,220円
（ただし、面

積1,000平方

メートルを超

えるものにあ

っては、644,
000円）

(4) 小型広告

板 1枚につ

き400円
(5) はり紙お

よびはり札等

50枚まで

ごとにつき2,
250円

(6) 広告旗 1
本につき450

請のと

き。

条例（昭和24年東京

都条例第100号）第8
条、第15条、第16
条および第30条の

規定に基づく広告

物またはこれを掲

出する物件の表示

または設置に係る

許可（同条例第27
条第1項または第2
項の規定による変

更等または更新の

許可を含み、政治資

金規正法（昭和23
年法律第194号）第6
条第1項の規定によ

る届出を経た政治

団体がはり紙、はり

札等、広告旗、立看

板等、広告幕および

アドバルーンを表

示し、または設置す

るための許可を受

けようとするとき

を除く。）の申請に

対する審査

許可申請手

数料

面積5平方メ

ートルまでご

とにつき3,22
0円

(2) 広告板 

面積5平方メ

ートルまでご

とにつき3,22
0円

（新設）

(3) 小型広告

板 1枚につき4
00円
(4) はり紙お

よびはり札等

50枚まで

ごとにつき2,
250円

(5) 広告旗 1
本につき450

請のと

き。
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新 旧

円

(7) 立看板等

1枚につき

450円
(8) 電柱また

は街路灯柱の

利用広告 1
枚につき310
円

(9) 標識利用

広告 1枚に

つき210円
(10) 宣伝車 

1台につき4,9
50円

(11) バスまた

は電車の車体

利用広告でく

形の枠を利用

する方式によ

るもの 1枚
につき610円

(12) 前号以外

の車体利用広

告 1台につ

き1,950円
(13) アドバル

ーン 1個に

つき2,850円
(14) 広告幕 

1張につき99

円

(6) 立看板等

1枚につき

450円
(7) 電柱また

は街路灯柱の

利用広告 1
枚につき310
円

(8) 標識利用

広告 1枚に

つき210円
(9) 宣伝車 1
台につき4,95
0円

(10) バスまた

は電車の車体

利用広告でく

形の枠を利用

する方式によ

るもの 1枚
につき610円

(11) 前号以外

の車体利用広

告 1台につ

き1,950円
(12) アドバル

ーン 1個に

つき2,850円
(13) 広告幕 

1張につき99
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新 旧

0円
(15) アーチ 

1基につき10,
630円

(16) 装飾街路

灯 1基につ

き5,010円
(17) 店頭装飾

1基につき

19,800円

0円
(14) アーチ 

1基につき10,
630円

(15) 装飾街路

灯 1基につ

き5,010円
(16) 店頭装飾

1基につき

19,800円
















